
　　四国地方整備局入札監視委員会第一部会は、本年度第４回定例会議を

　下記のとおり開催しました。

　　審議内容は、四国地方整備局（港湾空港関係は除く）が平成２２年１０月か

　ら平成２２年１２月までに発注した工事、建設コンサルタント業務等及び役務

　・　物品の中から委員が無作為に抽出した６件の入札 ・契約手続に関する

　事項について審議を行いました。

　　その審議概要は別添のとおりです。

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

   　 　開催日　　平成２３年３月８日（火）　　　　　　　

　    　会　場    高松サンポート合同庁舎　１３階会議室

   　問い合わせ先
   　　　 高松市サンポート３番３３号    電話　087-851-8061（代表）
　　　　　四国地方整備局入札監視委員会事務局
　　　　　　　　　主任監査官　　　　　南　　　　　　守　（内線２１１４）
　　　　　　　　　契約管理官　　　　　渡　辺　晴　彦　（内線２２２２）
　　　　　　　　　総括工事検査官　　清　家　基　哉  （内線３１１７）

入札監視委員会の審議概要について

平成２３年 ３ 月２３ 日

四 国 地 方 整 備 局



別添

　　　四国地方整備局　入札監視委員会第一部会第４回定例会議　審議概要

開催日
及び場所

平成２３年３月８日（火）　高松サンポート合同庁舎１３階会議室

委員 部 会 長  吉田　　茂（弁護士） 敬称略

（部会委員委 員  大西　　均（公認会計士） 委員は５０音別

５名） 委 員  近藤　光男（大学教授）

委 員  島　　　　弘（大学教授）

委 員  三野　　靖（大学教授）

審議
対象期間

平成２２年１０月１日～平成２２年１２月３１日契約分

総件数　６件（工事３件、建設コンサルタント業務等２件、役務及び物品１件）　

入札方式               件     名 契約の相手方
契約金額
（千円）

 入札
 者数

落札率
（％）

工   事
平成２２ー２３年度
阿南労働総合機械設備工事

徳寿工業（株） 81,900 6 98.70

平成２２年度
芸西舗装工事

東亜道路工業
（株）

177,450 8 85.15

平成２２年度
高串法面第１工事

日特建設（株） 102,889 13 84.31

一般競争 平成２２年度
松山工事技術審査（その２）業務
委託

（社）四国建設
弘済会

10,500 1 94.43

標準プロポー
ザル

平成２２年度
銅山川ダム群連携運用検討業務
委託

いであ（株） 9,135 5 95.92

役　　　務
及び物品

一般競争
平成２２ー２６年度
総務用地系等サーバ賃貸借（保守
等含む）

日本電子計算
機（株）

168,527 2 66.97

①再度入札における一位不動状況・低入札の発生状況

②指名停止状況

委員からの意見質問、それに対する回答等 別紙のとおり

委員会による意見の具申又は勧告の内容 特になし

備　　考
　

（注）プロポーザル方式においては、「入札者数」は「技術提案書の提出者数」である。

報告事項

審議案件

建設コン
サルタン
ト業務等

一般競争
（政府調達協
定適用対象
工事以外）



別紙　　委員からの意見・質問、それに対する回答等

１．抽出案件の審議概要

　抽出案件３件共通（工事）

　平成２２年ー２３年度阿南労働総合機械設備工事

　平成２２年度芸西舗装工事

　特になし

　参加資格を有する者の数は。また、その者の数の範
囲は全国、あるいは県内なのか。

　四国管内に営業拠点を有する暖冷房設備工事のＡ
等級に認定されている者は２７者であり、施工実績を
有しているのは２６者を確認している。

　舗装工事を発注する場合において、適正な工事延
長、適正な工事金額はあるのか。

　工事施工場所の地理的条件、社会的条件等を考慮
し、適正に判断している。

　「アスファルト舗装工事」の「Ａ等級」に認定されてい
る者を参加要件とした根拠は何か。

　発注標準として、予定価格が１．２億円以上は「Ａ等
級」としている。

（１）一般競争入札（政府調達協定対象工事以外）

意見・質問 回答

　一般競争参加資格の施工実績を求める期間が工事
によって違うが何故か。

　本年度については、１０年から１５年に延伸する過程
として標準的に、１４年間の施工実績を求めている
が、施工実績を有する者が少ないと思料される場合
は、実績要件を緩和し、最大の１５年間を採用してい
る。

　１４年間と１５年間の１年間の差で、どれくらい業者
数が増えるのか。

　端的な差は出ないが、多くの者が参加できるよう実
績要件を緩和している。

　施工延長が９７０ｍであるが、これを分割して発注す
ることは考えなかったのか。

　当該工区は、起終点がトンネル等の構造物で区切ら
れた区間であること、また、供用時期の関係により、舗
装工事だけでなく他の工事も並行して行う事から、仮
に分割した場合には進入路の問題並びに各業者間の
工程調整等が困難となることが想定されたため本工
事は合理的な工区割であると考えている。

　平成２２年度高串法面第１工事



　平成２２年度松山工事技術審査（その２）業務委託

　虚偽があればどうするのか。

　受注制限をかける理由は何か。

　わからない。

　平成２２年度銅山川ダム群連携運用検討業務委託

　手持業務とは同じ内容の業務を言うのか。 　受注した全ての業務を手持業務と言っている。

（３）一般競争（建設コンサルタント業務等）

意見・質問 回答

　本業務においては受注制限があるが、参加可能な
者は何者程度あるのか。

　２７０者程度を見込んでいる。なお、本業務の受注制
限の内容は入札説明書に記載している。

　資本的関係の有無については、何か書類等を提出
させて判断しているのか。

　工事の競争参加資格を得るための申請書の中に、
資本関係のある者を記載する書式があり、それにより
把握していることから改めて書類等は提出させていな
い。

　申請主義であることから、虚偽が判明した時点でペ
ナルティーを課すようになる。

　工事の技術提案について整理等を行う業務であるこ
とから、その内容について守秘義務を課しているが、
中立公平性の確保から受注制限を行っている。

（４）標準プロポーザル（建設コンサルタント業務等）

意見・質問 回答

　受注制限が競争参加への障害となっていることはな
いのか。

　受注した事務所においては受注制限が生じるが、他
の事務所であれば競争に参加できることから障害とは
なっていないと考えている。また、工事の受注に対して
の制限でありコンサルタント業務の受注に関しては制
限はない。

　１者しか参加していないことは、その１者にはわから
ないのか。

　一般競争を行って１者しか参加しないのは何故なの
か。根本的な問題があるのではないか。県においても
本業務に類似した業務を発注しており、その受注者が
本業務に参加できる要件を備えているが、何故参加し
てこないのか。何か別の制限があるのではないか。

　業務として特殊性があり通常の業務とは異質な面が
あるが、明確には分からない。市場化テストと関連し
て、内閣府における委員会で競争参加資格等を取り
まとめ、平成２３年度の業務から全国統一となる。政
府をあげて民間への移行を鋭意推進中である。

　総合評価の方法として価格評価点と技術評価点の
割合が１：２となっているが、実際はそのようになって
いないが問題はないのか。

　全国統一の加算点方式で行っており、評価割合の
１：２とは、価格点と技術点とも最大に獲得した場合の
割合であり、落札率が高いと価格点の割合は小さくな
る場合もある。



　最初から５者と決めている。

　
　平成２２ー２６年度総務用地系サーバー賃貸借（保守等を含む）

　特になし。

　特になし

　特になし

　特になし

　５者を選定しているが、最初から５者と決めているの
か。

意見・質問 回答

（５）一般競争（役務・物品）

　Ａ、Ｂ評価の項目間においてウエイトはあるのか。同
種・類似の実績、技術者数において差をつける根拠は
何か。

　項目間のウエイトについては、業務成績にウエイトを
置いている。差の根拠については、運用でそのように
行っている。

　２ＡとかＡとかの点数の範囲はどの様に決めている
のか

　過去のデータを蓄積しており、そのデータをもとに決
めている。

意見・質問 回答

５．全体について及びまとめ

３．再度入札における一位不動状況（「価格が最低である業者が、当初入札時と同一となる案件」の発生状
況）、低入札の発生状況について

意見・質問 回答

４．指名停止状況について




